
○安芸高田市地域小規模集会施設整備費補助金交付要綱 

平成16年3月1日 

告示第10号 

(趣旨) 

第1条 市は、地域住民の福祉の増進に資するため、専ら地域住民の教養の向上、レ

クリエーション等のための場として利用に供する施設(以下「地域集会施設」とい

う。)を地域が整備する場合、この整備に要する経費に対して、予算の範囲内にお

いて補助金を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付

規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)及びこの告示の定

めるところによる。 

(補助対象事業) 

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、その規模がおおむ

ね40平方メートル以上の地域集会施設の整備事業とする。 

(補助対象経費) 

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、地域集会施設を整備又は解体処分するた

めに要する次に定める経費とする。 

(1) 当該地域の所有に係る建物の増改築に要する経費 

(2) 建物の買収に要する経費及び当該建物の増改築に要する経費 

(3) 建物の建築に要する経費(工事事務費を除く。) 

(4) 当該地域の所有に係る建物等の修繕に要する経費 

(5) 別表に規定する当該地域の所有に係る建物の下水道設備の整備に要する経

費 

(6) 敷地が市有地上の集会施設又は市(旧町を含む)が建設した集会施設の解体

処分に要する経費 

(補助金の額) 

第4条 補助金の額は、前条第1号から第4号までに掲げるものについては、その経費

の実支出額の2分の1の範囲内の額とする。ただし、補助金対象事業費は、600万円

までとし、対象事業費の額が10万円未満となる場合は、交付しないものとする。 

2 前条第5号に係る補助金の額については、その経費の実支出額の範囲内の額とす

る。ただし、補助金対象事業費は、100万円までとする。 

3 前条第6号に係る補助金の額については、その経費の実支出額の2分の1の範囲内



の額とする。ただし、補助対象事業費は、200万円までとし、対象事業費の額が10

万円未満となる場合には交付しないものとする。 

(補助金の交付申請) 

第5条 規則第3条第1項の規定による交付申請は、交付申請書(様式第1号)に事業計

画書(様式第2号)を添えて提出しなければならない。 

(交付の条件) 

第6条 規則第4条第1項の規定による交付の決定に付する条件は、次のとおりとする。 

(1) 補助事業の内容を変更する場合においては、市長の承認を受けること。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。 

(3) 集会施設の所有者と土地の所有者が異なる場合は、事前にその土地所有者の

承諾を必要とする。 

(実績報告) 

第7条 規則第12条の規定による実績報告は、実績報告書(様式第3号)に事業実績書

(様式第4号)を添えて提出しなければならない。 

(交付の請求) 

第8条 規則第15条の規定による補助金交付請求書の様式は、様式第5号のとおりと

する。 

(補則) 

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、事務処理要領で定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の地域小規模集会施設設置費補助金交

付要綱(昭和51年吉田町告示第13号)又は地域小規模集会施設設置費補助金交付要

綱(昭和56年4月1日)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告

示の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則(平成17年11月29日告示第100号) 

(施行期日) 

1 この告示は、平成17年12月1日から施行する。 

(経過措置) 



2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の安芸高田

市地域小規模集会施設設置費補助金交付要綱(平成16年安芸高田市告示第10号)の

規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりな

されたものとみなす。 

附 則(平成19年6月12日告示第127号) 

この告示は、平成19年7月1日から施行する。 

附 則(平成19年9月11日告示第167号) 

この告示は、平成19年9月11日から施行し、平成19年度分の補助金の交付から適用

する。 

附 則(平成21年4月30日告示第77号) 

この告示は、平成21年4月30日から施行し、平成21年度分の補助金の交付から適用

する。 

附 則(令和元年9月19日告示第58号) 

この告示は、令和元年10月1日から施行する。 

附 則(令和3年7月30日告示第62号) 

この告示は、令和3年9月1日から施行する。 

附 則(令和8年3月31日告示第28号) 

この告示は、令和8年4月1日から施行する。 

別表(第3条関係) 

事業区分 事業名 補助金の対象となる経費の範囲 

下水道 公共下水道事業、特定環境保全公

共下水道事業、農業集落排水事

業、コミュニティ・プラント整備

事業 

(1) 本管分岐から公共ますまで及び

公共ますから汚水ますまでの配管

工事に要する経費並びに公共ます

の設置に要する経費 

(2) (1)に規定する工事により廃止

となる合併処理浄化槽の取壊しに

要する経費 

合併浄化槽整備事業 浄化槽から下排水路への排水管配管

工事に要する経費及び浄化槽から汚

水ますまでの配管工事に要する経費 



 



 



 



 



 


